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貴殿から令和元年、11月14目付けで告訴のあった次の被疑事件は,下記のとお

り,処分したので通知します。

記 亡
1被 疑 者 不詳、

2 罪 名 詐欺.

3 事件番号 令和元年検第2190 号

4 処分年月日 一 令和3年3月/6日

5 処分区分 不起訴



様式第1 19号(刑訴法第261条,規程第76条)

不起訴_処分理由告知書.

令和3午3月22自
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今 井

貴殿の請求により下記のとおり告知します。

記

貴殿から令和元年11月14目付けで告訴のあった 不詳 に対する 詐欺 被疑事件

の不起訴処分の理由は,次のとおりです。

(不起訴処分の理由)

嫌疑不十分

令和元年検第2190号 
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